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研究成果の概要（和文）：　スポーツ界の体罰根絶を目指し、その思想的基盤構築に向け、内外の体罰の歴史と
現状に関する比較文化研究を行った。子供の「規律化」をめぐる通時的な変化および日本と諸外国との共通点と
相違点が明らかとなった。また、国際シンポジウムを開催し、日本の体罰構造、韓国における体罰の実態と根絶
活動、フランス教育思想における体罰否定の思想的根拠などを明らかにした。さらに、体罰なきスポーツ指導の
ためのワークショップを実施し、言語コミュニケーションを最重視したチーム・ビルディング実習と参加者によ
るディスカッションを行った。これらの成果を踏まえて、研究論文集と研究書の翻訳を近日中に発行する。

研究成果の概要（英文）：We pursued comparative historical and cultural study of 'taibatsu' or 
corporal punishment between Japan and abroad aiming at eradicating it and constructing a 
philosophical foundation for Japanese sport without violence. We discovered common features and 
differences in the methods to 'discipline' children in Japan and abroad. We also held an 
international symposium in which the structure of corporal punishment in Japan, the actual condition
 and effort toward eradication of corporal punishment in Korea and the philosophical background 
denying corporal punishment in French education were discussed. Furthermore, we had some workshops 
for sport instruction without 'taibatsu', in which we tried practices for team building which 
attached a great deal of importance to verbal communications and discussed about it with 
participants after the practices. We now prepare to publish a book showing some of the fruits of 
this project and a translation book about corporal punishment in Japan. 

研究分野： スポーツ史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
研究代表者は、イギリスにおける近代スポ

ーツの生成と展開についての歴史研究を行
いつつ、歴史研究が我が国における現代社会
の諸問題の解決にいかに寄与しうるかを考
えてきた。なかでも 2000 年代以降の日本ス
ポーツ界では、体罰による痛ましい事件が続
発し、現代の課題に応答する必要性を感じて
いた。 
 とくに体罰の防止については、スポーツ経
験者や教育関係者によって対策が講じられ
ているが、いずれも場当たり的なもので、根
底から廃絶するには到っていなかった。体罰
の問題は教育・体育・スポーツ関係者のみな
らず、歴史研究をはじめとする学術研究全体
の課題としてとりくむべきものなのである。 
 研究代表者はこれまでの研究のなかで、ス
ポーツ研究にかぎらない多くの歴史学、教育
学などの研究者と知り合い、学際的な交流を
積み重ねてきた。そこで体罰問題に、領域横
断的な学術研究、とりわけ比較文化史研究か
ら迫ることを着想した。人文学、とりわけ史
学の暴力研究の視点を導入することで、体罰
問題の、これまでの取り組みでは見えなかっ
た側面が見えてくる。体罰の暴力性をただ批
判するだけでは、問題は解決されない。人間
存在・人間社会の暴力性を歴史的に確認しつ
つ、その克服を未来に模索していくこと、こ
のことが本研究の着想の根幹にあった。 
 
２．研究の目的 
本研究の最終的な目標は、スポーツ界にお

ける体罰の根絶にあった。しかし、もちろん
そこまで実現するのは容易ではない。そこで、
短期的な目標として、①日本および諸外国に
おける体罰とその根絶の歴史を、現地での文
書／現場調査によって明らかにする、②その
結果をふまえ、日本スポーツ界における体罰
根絶のための理論的枠組みづくり、③そうし
た理論にもとづいたワークショップ（指導者、
スポーツ部員向け）の試行という３点を設定
した。 
とくに重要なのは理論的な基礎づくりで

あった。体罰は、人間、あるいは人間社会の
暴力性の問題に根本的にはつながっている。
すなわち、体罰に関わる理論を構築すること
は、同時に暴力という人間の根幹にまつわる
原理へと迫ることを意味する。なおかつそれ
を個別の地域や事件といった個別的な契機
から検討することに意味がある。「体罰」を
軸に暴力の現象面に着目し、克服されていく
過程をひとつずつたどっていくことが、問題
の根本的な理解につながると考え、研究にと
りくんだ。 
 
３．研究の方法 
(1)本研究の方法は、体罰問題に歴史学の分
野からアプローチすることに特色をもった。
歴史的にみれば、体罰/corporal punishment
は、世界各地でみられる普遍的な文化現象の

ひとつであったが、近代の到来とともに、ま
ずは西欧においてそれを克服する取り組み
が始まり、一定の成果を上げた。我が国でも
多くの対策がなされてきたが、依然として体
罰はなくなっていない。この点に関して、ま
ずは日本と世界各地における体罰の歴史と、
それを根絶するための対策がどのようにと
られてきたかの調査を行った。具体的には、
近代日本においては学校におけるスポーツ
教育、部活動／大学体育会における指導法に
ついて研究した。国外においては、イギリス、
フランス、ドイツ、アメリカ、韓国、中国な
ど約 10 ヵ国を対象とし、現地調査にとり組
んだ。比較文化史研究によって体罰克服に成
功した国や地域と日本との差違を、明らかに
することを目指した。そして 
(2)理論的な側面としては、本研究は体罰が
現在も日本で根絶されていない原因は、我が
国の文化的土壌に根ざしたものではないと
の仮説から出発した。すなわち、体罰は日本
に固有の害悪であるという一般に流布した
議論を排し、日本の体罰と各国の体罰の共通
性を確認しようと試みた。これにより、諸外
国での体罰根絶の成功例を日本へと応用す
ることが可能になる。 
(3)さらに、歴史学による成果を「現場」へ
還元することを目的に、中高の体育教師を志
望する大学生、大学の体育会所属学生を対象
としたワークショップを開催した。 
４．研究成果 
研究成果は、下記の４点にまとめられる。と
くに(2)(3)(4)によって研究成果の社会への
還元を目指した。 
(1) 国内外の体罰の歴史と現状の調査研究 
(2) 国際シンポジウムの開催 
(3) 体罰防止ワークショップの開催 
(4) 論文集『体罰の世界史』発行とアーロ
ン・ミラー著 Discourses of discipline の
翻訳 
(1) 国内外の体罰の歴史と現状の調査研究
（平成 27 年） 
①国内外の体罰の歴史と現状の調査研究に
ついては下記のように担当した。石井(イギ
リス)、川口（イギリス）、志村（イギリス／
日本）、寺尾(ポルトガル)、中田(フランス)、
大津(フランス／アメリカ)、布施(アメリカ)、
三島(アメリカ)、熊谷(ドイツ)、北岡(ドイ
ツ)、向井(ドイツ／イスラエル)、小関(アイ
ルランド)、堀内(南アフリカ)、李（韓国）、
鈴木(日本)、坂元(日本)、中村(日本)、大場
(日本)。 
②日本においては、「体罰」が corporal 
punishment の訳語として、すでに 1879 年に
教育令で禁止されていたこと、同時期にイギ
リスおよびアメリカ（一部の州除く）は体罰
容認国であったことが明らかとなった。その
他の国々でも、20 世紀前半までは学校体罰が
容認されているところが多かった。イギリス
では一部の私立学校で、アメリカでは 13 の
州で現在も学校での体罰が続いている。 



③このうちイギリスやアメリカにおける
corporal punishment は、校則として明文化
された制度としての「罰」であり、しばしば
校則として明文化されている。入学時に親と
体罰の行使を含む契約を結ぶケースも確認
された。日本のような突発的・個人的なもの
とは異なる点が検討すべき課題として浮上
した。ただし、欧米型の罰の思想は、ユダヤ
研究／キリスト教研究によって、紀元前から
めんめんと続いていることも研究成果とし
てあがってきた。これらにおいては神と人間
は絶対的な主従関係にあり、そうした図式が
親と子ないし教師と生徒にもあてはめられ
ているのである。この点は日本の思想的背景
とはまったく異なっており、イギリス／アメ
リカの事例を日本に応用することの限界と
問題点も同時に明確化させることができた。 
④一方で、歴史的な暴力としての研究では、
日本と同様の事例も多数が確認された。アメ
リカの奴隷制度、南アフリカの黒人への暴力
などは典型的なものである。なかでも韓国の
事例はきわめて日本に似たものであること
が明らかになった。20 世紀以降の韓国スポー
ツ界に関する調査では、選手指導における体
罰や性的暴行が常習的に行われていること
が判明し、それらに対する知識人や新聞によ
る糾弾、また選手たち自身による抵抗と是正
の試みについてもまとめた。 
⑤フランス、ドイツ、ポルトガルについての
調査では、イギリス／アメリカとはいささか
状況の異なることがわかった。たとえばフラ
ンスでは 18 世紀末に学校教育における体罰
が法的に規制されるようになり、イギリスの
ように校則へ組み込まれるようなことはな
かった。結果として、日本に類似したタイプ
の体罰が発生している。すなわち、教師の独
断による突発的な体罰である。ただし、これ
らは日本とは異なり、「正統な指導の一部」
と見なされることは少ない。多くの場合は日
本と同様に泣き寝入りとなるようだが、悪質
な場合には傷害罪として告訴され、有罪判決
が出ることも少なくない。この点は親の子へ
対する指導の権利が、どの程度まで学校／教
師へ委譲されるかという点で日本とはずれ
があるようだ。 
⑥国内調査では、明治期の高等教育における
バンカラ文化と暴力との結びつき、戦前～現
在に到る野球部での体罰、スポーツ漫画にお
ける体罰／しごき／指導法の表象、動物の調
教について調査を行った。高等教育では体罰
は儀式的なものとして学生文化に根付いて
いたことがわかった。スポーツ（野球）もも
ともとは東大など高等教育の場で導入され
たもので、当初は目立った体罰は存在しない。
しかし、次第に高校や中学へと広がっていく
中で、進学との結びつき、プロ化、勝利至上
主義といった問題が浮上し、次第に体罰が出
現するようになる。スポーツ漫画においては、
70-80 年代に体罰の描写が頻出するものの、
体罰忌避の風潮が社会化した現在ではまっ

たく影を潜め、科学的／理性的な指導法が理
想として描かれるようになっている。動物の
調教では、動物愛護運動の広がりとともに、
科学的／理性的な調教法が開発され、しつけ
／トレーニングと言い換えられるようにな
った。 
 
(2) 国際シンポジウムの開催(平成 28 年) 
 日本のスポーツ界における体罰を客観的
に対象化し、その特徴や歴史的経緯、体罰を
うみだす構造を明らかにするとともに、体罰
の根絶に向けた道筋を検討することを目的
として、海外から 3 名の研究者を招聘して、
下記の概要で国際シンポジウムを開催した。 
＜日時＞ 平成 28 年 3月 19 日 
＜場所＞ 早稲田大学 
＜シンポジストおよび講演タイトル＞ 
・アーロン・ミラー（カリフォルニア州立大
学イーストベイ校講師） 
「日本のスポーツ界における体罰の構造」 
・羅永一（ソウル大学教授） 
「韓国スポーツ界における体罰の現状と対
策」 
・エイリック・プレラ（ロレーヌ大学教授） 
「フランスの学校における体罰の現状と対
策―体罰から教育的懲戒へ その一つの長
い歴史―」 
・質疑応答 司会：石井昌幸（早稲田大学准
教授） 
①シンポジウムは公開で行われ、研究者や学
生、一般参加者を合わせて 82 名の聴衆が来
場した。ミラーは、日本研究・文化人類学の
立場から、日本の体罰構造を分析した。羅は、
長年韓国で体罰根絶に携わってきた立場か
ら、同国における体罰の実態やその根絶のた
めの実践活動を紹介した。プレラは、フラン
スの教育思想における体罰否定の思想的根
拠と、同国の学校教育で体罰をなくすことに
成功した要因を明らかにした。 
講演およびその後の質疑応答によって、日本
の体罰の特徴や構造が諸外国との比較の中
で明らかとなった。逆に、日本や韓国のスポ
ーツ界における体罰・暴力は、制度化された
歴史を持たず、日常的な「躾」の延長に置か
れてきたために自明視しされがちで、ともす
ればその特徴や問題点、発生する社会的な構
造などを見えにくくさせていることが明ら
かとなった。 
②講演の様子はビデオに録画し、関係者・希
望者が閲覧できるように動画サイトにアッ
プロードした（プライバシーの観点から、一
般には非公開となっており、キーワード検索
をしてもヒットしない）。 
③また、3 名の研究者は下記の学会・研究会
でも講演し、関連分野の国内の研究者と研究
交流を行った（すべて本プロジェクトとの共
催）。 
・アーロン・ミラー：日本スポーツ社会学会
（2016 年 3 月 21 日、於一橋大学、参加者約
100 名）、講演（2016 年 3月 23 日、於関西大



学、参加者 55 名） 
・羅永一：新日本スポーツ連盟附属スポーツ
科学研究所研究会（2016 年 3 月 22 日、於武
蔵野美術大学、参加者 22 名） 
・エイリック・プレラ：講演（2016 年 3 月
22 日、於武庫川女子大学、参加者 12 名） 
 
(3) 体罰防止ワークショップの開催（平成 29
年） 
国際シンポジウムおよび研究会によって得
られた歴史的な知見および体罰を根絶する
ための理論的根拠を「暴力なきスポーツ指
導」という実践にいかすことを主たる目的と
し、ワークショップを開催した。 
第一回 
＜日時＞ 平成 29 年 2月１８日 
＜場所＞ 関西大学堺キャンパス 
＜対象＞ 関西大学体育会学生本部員 
（参加者３名、観察者８名） 
第二回 
＜日時＞ 平成 29 年 3月１１日 
＜場所＞ 関西大学堺キャンパス 
＜対象＞ 関西大学教職課程学生・現職教員 
（参加者２５名、観察者１５名） 
第三回  
＜日時＞ 平成 29 年 3月１６日 
＜場所＞ 関西大学堺キャンパス 
＜対象＞ 関西大学体育会アメリカンフット
ボール部 
（参加者９０名、観察者２０名） 
 ワークショップは、安田忠典（関西大学人
間健康学部）を中心に進められた。（日時場
所等具体的に）実施に際しては、これまで企
業やスポーツチームのチームビルディング
を 担 当して き た門田 卓 史（株 式 会 社
edu-activators 代表）を講師として招へいし、
関西大学の体育会学生本部員、関西大学の教
職課程の学生や OBOG の現職教員、そして関
西大学体育会アメリカンフットボール部の
学生を対象に行った。 
 具体的には、関西大学堺キャンパスに附設
するプロジェクトアドベンチャー施設を利
用し、グループによる体験を通して言葉によ
る理論の教授だけではなく、実際に身体を使
い、身体感覚を伴った学びに焦点がおかれた。
さらに、言語および身体による意思疎通を図
りながら、協調性を育み、相互の価値観を認
め、メンバー同士の信頼性を高めるグループ
を形成するためのワークショップを行った。 
 ワークショップに引き続き、参加者による
ディスカッションを行った。そこでは、スポ
ーツ指導において暴力は無くならないかも
しれない、知らず知らずのうちに、身体的で
あれ、精神的であれ、暴力が起こる可能性が
あるということが提起された。しかし、教員
および指導者として、相手の価値観を尊重し、
相手の能力、資質を引き出し、とりわけ言語
コミュニケーションを最重視した指導によ
り、暴力なき指導が可能であるという認識に
至った。そしてこのことが、「暴力なきスポ

ーツ界」を形成するための第一歩であるとい
う結論に至った。 
 なお、本ワークショップの記録と成果は、
安田忠典を中心に編集作業を行っている。関
西大学人間健康学部の紀要として、2017 年度
中に発刊予定である。 
 
(4) 論文集と翻訳書の出版 
① 論文集『体罰の世界史』発行。本科研費の
研究成果、特に「国内外の体罰の歴史と現状
の調査研究」をまとめた論文集を出版する。
すでに原稿はほぼ集まっており、出版に向け
て調整中である。 
① 国際シンポジウムに招聘したアーロン・ミ
ラーの著書 Discourses of Discipline の翻
訳を、石井、志村、中村、坂元、中田で行な
った。同書は、文化人類学者・日本研究者で
あるミラーによる日本の体罰についての研
究書で、今後体罰研究を行なう際の必読文献
である。現在、訳文がほぼ完成し、原著者ミ
ラー氏と出版に向けて調整中である。出版社
（共和国）も決定し、2017 年中には出版でき
る見通しである。 
 
５．主な発表論文等 
〔雑誌論文〕（計２３件） 
①向井 直己、ハンナ・アーレントと『イス
ラエルの愛』」、『ナマール』、神戸・ユダヤ文
化研究会編、査読有、19巻、22-34 頁、2014
年。 

 
②堀内 隆行、シシ・グール像の形成―20 世
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